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平成８年５月７日臨時会

盟

議　長

　石原　滋

酬・

あ

　
梅
雨
も
明
け
、
い
よ
い
よ
本

格
的
な
夏
の
季
節
を
迎
え
町
民

　
の
皆
様
方
に
は
、
ま
す
ま
す
ご

清
栄
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上

げ
ま
す
。
五
月
七
日
臨
時
議
会

　
に
お
い
て
議
員
皆
様
方
の
ご
推

拳
に
よ
り
西
桂
町
議
会
の
議
長

　
に
就
任
し
ま
し
た
こ
と
は
、
私

　
に
と
り
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
身

　
に
余
る
光
栄
で
あ
り
同
時
に
そ

　
の
責
任
の
重
大
な
る
こ
と
を
痛

感
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
議
員
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副議長

小林　隆芳

　
去
る
五
月
の
臨
時
町
議
会
に

お
い
て
議
員
の
皆
様
方
よ
り
副

議
長
に
推
薦
さ
れ
ま
し
た
。
私

も
と
よ
り
浅
学
非
才
な
身
で
、

こ
の
よ
う
な
大
役
は
身
に
余
る

光
栄
で
あ
り
心
よ
り
感
謝
申
し

の
皆
様
の
ご
指
導
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
、
新
世
紀
の
幕
開
け
が
い

よ
い
よ
間
近
に
迫
り
新
た
な
時

代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
と

き
、
前
田
町
長
の
提
唱
し
て
お

り
ま
す
、
活
・
活
西
桂
づ
く
り

の
推
進
を
目
指
し
て
、
高
齢
化

社
会
へ
の
対
応
、
商
工
業
の
振

興
、
教
育
文
化
の
向
上
、
生
活

環
境
の
整
備
、
本
年
度
よ
り
事

業
に
着
手
さ
れ
ま
す
、
桂
川
流

域
下
水
道
工
事
、
西
桂
町
下
水

道
工
事
、
百
三
十
九
号
線
の
国

道
の
交
通
渋
滞
の
解
消
の
た
め

の
新
設
道
路
の
促
進
等
々
、
大

き
な
課
題
が
山
積
み
し
て
お
り

ま
す
。
厳
し
い
財
政
状
況
の
中

で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
ど
も
は

■
　
　
１
　
　
■
　
　
１
　
　
■
　
　
■
　
　
■
　
　
１
　
　
■
　
　
１

上
げ
ま
す
。
議
員
各
位
の
ご
推

挙
を
受
け
ま
し
た
う
え
は
、
町

勢
の
発
展
の
た
め
誠
心
誠
意
努

力
す
る
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
般
議
長
に
就
任
さ
れ
ま
し

た
石
原
滋
氏
は
議
員
経
験
豊
か

に
て
実
行
力
に
優
れ
た
先
輩
議

員
で
あ
り
ま
す
。
議
長
を
補
佐

し
円
滑
公
正
な
議
会
、
か
つ
適

切
な
議
会
運
営
が
な
さ
れ
ま
す

こ
れ
ら
の
諸
課
題
の
推
進
に
向

け
て
積
極
的
に
対
処
し
て
い
く

責
務
が
あ
る
と
認
識
し
て
お
り

ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
議
長
の

重
責
を
担
い
ま
し
た
。

　
私
は
民
主
的
か
つ
公
平
で
円

滑
な
活
力
あ
る
議
会
運
営
に
心

が
け
、
議
会
の
権
威
を
ま
す
ま

す
高
め
て
ま
い
り
ま
す
と
と
も

に
、
町
民
の
皆
様
に
親
し
ま
れ

る
議
会
を
目
指
し
て
、
最
善
の

努
力
を
い
た
し
て
ま
い
る
覚
悟

で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
町
民
の

皆
様
に
は
今
後
と
も
ご
指
導
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
心
か
ら

お
願
い
申
し
上
げ
、
町
民
各
位

の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
の
就
任

の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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よ
う
、
ご
支
援
し
て
ま
い
る
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
豊
か
で
住
み
よ
い
、
い
き
い

き
西
桂
町
の
ま
す
ま
す
の
伸
展

と
町
民
各
位
の
ご
多
幸
を
心
よ

り
ご
祈
念
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
な
に
と
ぞ
皆
様
方
の
ご
支

援
ご
鞭
捷
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
し
て
、
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

と
い
た
し
ま
す
。



５月臨時会 ・議案と審議

大○ぎで小¢讐籔弓○，しました

議案と審議５月臨時会
、

平
励
ハ
年
富
一
般
含
酎
補
正
予
口
第
一
冒

　
歳
入
歳
出
二
百
二
十
万
五
千

円
を
追
加
し
、
十
七
億
二
千
七

百
二
十
万
五
千
円
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
事
業
執
行
上
早
急
に

予
算
編
成
し
、
そ
の
対
応
を
す

る
こ
と
で
地
方
自
治
法
第
百
七

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
専
決
処

分
と
し
た
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
、
三
月
六

日
発
生
し
た
山
梨
県
東
部
地
震

に
よ
る
文
教
施
設
災
害
復
旧
費

で
あ
る
。
小
学
校
施
設
復
旧
の

国
庫
補
助
金
八
十
万
円
の
見
込

み
が
つ
き
、
授
業
に
支
障
の
な

い
よ
う
努
力
し
た
。
併
せ
て
中

学
校
及
び
教
員
住
宅
施
設
の
単

独
事
業
費
も
計
上
し
、
施
設
の

安
全
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

．
・
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修理された小学校プール

－
．
審
講
案
件
【

■
．
［
条
例
］
一
件
・

◎
議
案
２
０
　
西
桂
町
重
度
心
身
随

■
■
．
■
警
者
医
療
費
助
成
条
例
の
一
．
部

改
正

　
■
．
［
報
告
］
三
件

◎
承
認
■
１
■
専
決
処
分
事
項
の
■
報
・

　
告
＾
藺
桂
町
税
条
例
の
一
．
簸
臥
・

正
）

◎
承
認
２
　
専
決
処
分
事
項
の
報

　
皆
｛
藺
桂
町
国
民
健
康
保
険
税
一

　
条
例
の
一
部
改
正
）

◎
承
認
３
専
決
処
分
事
項
の
轍

．
告
＾
平
成
八
隼
度
西
桂
町
デ
■
般
■
■

　
会
計
補
正
予
算
一
号
譲
定
）
．
■

４
月
３
０
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
（
運
営
方
法
決
定
）

７
日
　
本
会
議
開
会

　
　
町
長
提
案
理
由
一
括
説
明

　
　
（
議
案
２
０
、
承
認
ユ
ー
３
〕

　
　
質
疑
・
討
論
・
採
決

　
　
　
一
す
べ
て
可
決
一

　
　
議
長
辞
職
願
提
出
一
許
可
）

　
　
議
長
選
挙
（
指
名
推
選
〕

　
　
副
議
長
辞
職
願
提
出

　
　
　
一
許
可
一

　
　
議
席
の
変
更

　
　
副
議
長
選
挙
一
指
名
推
選
）

　
　
常
任
委
員
選
任

　
　
議
会
運
営
委
員
選
任

　
　
富
士
五
湖
議
会
議
員
選
任

　
　
本
会
議
閉
会

辞
．

議長石原滋副議長小林隆芳
委員会名

総務常任委員会
建設文教常任委員会

議会運営委員会
議会広報編集委員会

役　職　名
消防委員会委員
富士五湖広域行政事務組合診員

監　査　委　員

農業委員会委員

委員長

高尾嘉一
渡辺英一郎

梅原啓一
高尾活弍

副委員長

永田富幸
前田目智男

渡辺英一郎

滝口憲一

選出議員
永田富幸　渡辺英一郎

小林隆芳牛田　茂
前田巳智男

滝口憲一

委　　　　員

高尾活弍小山忠男牛田　茂小林隆芳
梅原啓一滝口憲一石原　滋
小山忠男高尾嘉一牛田　茂
渡辺英一郎　小林隆芳　高尾嘉一
正副議長、富士五湖広域行政事務組合議員１平成８年５月フ目より

常任委員会 、議会・運営委員会 ：平成８年５月８日より

議会広報編集委員会：平成８年５月１４目より

農業委員会委員：平成８年６月２１目より

消防委員 ・監査委員：平成７年５月８日より



６月定例会 ・町長所信表明　４

●

清
西
艘
口
虜
ｏ
竈
８
行
厄
ｏ
は
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
口
に
竈
つ
で
困
虜
宕
尽
く
し
尼
い

６月定例会

ゴ
ル
フ
場
関
．
発
中
止

い
冒
い
害
口
口
祖
祉

セ
ン
タ
■
に
つ
い
て

西桂分遣所建設予定地

　
平
成
八
年
度
よ
り
各
種
事
業

運
営
を
開
始
し
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
先
般
施
設
内
の
職

員
か
ら
よ
り
よ
い
運
営
を
目
指

し
て
意
見
聴
取
を
行
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。
現
場
に
お
け

る
改
善
点
を
把
握
し
、
よ
り
一

層
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
住

民
健
康
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図

っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　
分
遣
所
の
用
地
に
つ
い
て
は
、

町
、
消
防
本
部
、
並
び
に
隣
地

地
権
者
の
立
合
い
の
も
と
境
界

の
確
認
を
行
い
、
現
在
敷
地
造

成
の
た
め
の
測
量
及
び
設
計
の

事
務
を
広
域
行
政
事
務
組
合
が

進
め
て
お
る
状
況
で
ご
ざ
い
ま

す
。
消
防
本
部
で
は
、
本
年
十

月
末
を
め
ど
に
造
成
工
事
を
終

了
し
、
十
一
月
よ
り
翌
年
八
月

に
か
け
て
建
物
工
事
を
行
い
、

平
成
九
年
十
月
よ
り
供
用
を
開

始
し
た
い
と
し
て
お
り
ま
す
。

ゴ
ル
フ
ｏ
関
竈
申
謂
の

　
取
ｏ
下
げ
に
つ
い
て

　
ゴ
ル
フ
場
開
発
申
請
者
で
あ

る
株
式
会
社
富
士
森
林
ス
ポ
ー

ツ
か
ら
、
本
年
四
月
十
七
日
に

申
請
の
取
り
下
げ
が
あ
り
、
事

前
協
議
準
備
書
が
す
で
に
県
へ

提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
県
と
町
と
で
協
議
を
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
取
り
下

げ
に
つ
い
て
は
、
六
月
四
日
の

ゴ
ル
フ
場
造
成
事
業
計
画
審
議

会
へ
も
ご
報
告
を
致
し
た
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
マ
ス
コ

ミ
報
道
が
先
行
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
関
係
者
に
ご
迷
惑
を
お
か

け
い
た
し
ま
し
た
。
ゴ
ル
フ
場

開
発
に
つ
き
ま
し
て
は
、
多
年

に
渡
っ
て
住
民
の
皆
様
よ
り
ご

論
議
を
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
取
り
下
げ
と
い

う
結
果
に
な
り
ま
し
た
の
で
議

会
の
場
を
通
じ
て
住
民
の
皆
様

に
改
め
て
ご
報
告
を
申
し
上
げ

る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
役
場
隣
り
、
新
田
欣
兵
氏
所

有
の
宅
地
三
百
五
十
九
・
〇
一

平
米
、
及
び
家
屋
二
百
六
十

四
・
九
八
平
米
を
取
得
す
る
た

め
の
事
務
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

本
件
に
つ
い
て
は
、
役
場
隣
接

と
い
う
こ
と
で
有
効
利
用
が
図

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
取

得
に
向
け
て
事
務
を
進
め
て
い

る
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
定

例
会
に
は
、
家
屋
の
取
得
を
議

案
と
し
て
提
出
し
ま
す
。

取得した役場隣接の公共用地



６月定例会 ・補正予算

から見た柿の木公園予定地

一般会計補正予算’ （第２号）平成８年度

１， ７４９ ，１２２千円補正後の予算総額

（単位：千円〕

おもな使いみち
１６ ，４５２

総　務　費

行政手続関係条例調査５ユ５

公共施設案内板標識設置工事１ ，９２７

家屋購入費１４ ，Ｏ１Ｏ

２， ２５０

３． ２１５

民生’ 費

土木費

桂コミユニテイー周辺植栽工事

下水遺特別会計繰出金

合　　計 ２工 ，９１７

（単位 ：千円〕

お　も な財源
２１ ，９ユ７地方交付税

２１ ，９１７計
．

合

；度’ 特別会計補正予’算
（単位 ：千円〕

予算総額

’２’ ３８ ，２１ユ

１６０ ，７９１

お　も な使． いみち
．遁年度負担金償還金．．．．

傘後衰刹子償還金’．

．
度
．

午．
８
．
成

平

補正額会計名
２， ４０７老人保健法第１号

３， ２１５下水道第１号

　
先
の
二
月
定
例
県
議
会
に
お

い
て
、
富
土
吉
田
西
桂
線
を
県

遣
予
定
と
い
う
こ
と
で
一
応
の

認
定
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
正

式
に
は
、
道
路
法
を
根
拠
に

諸
々
の
事
務
の
移
管
を
行
い
、

山
梨
県
の
告
示
を
も
っ
て
正
式

に
県
道
認
定
と
な
る
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
移
管
事
務
、

例
え
ば
道
路
台
帳
の
引
継
ぎ
な

ど
、
各
種
の
事
務
を
振
興
課
に

お
い
て
現
在
処
理
し
て
い
る
最

中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
関
係
機
関

と
連
絡
を
取
り
合
う
な
か
で
事

務
を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
県

と
も
事
務
協
議
が
整
い
次
第
、

報
告
し
て
ま
い
り
ま
す
。

棚
の
木
公
口
に
つ
い
て

　
公
園
建
設
予
定
地
に
つ
い
て

は
、
平
成
七
年
度
中
に
買
収
が

終
了
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
今

後
の
公
園
建
設
事
業
は
、
山
梨

県
の
事
業
と
し
て
、
平
成
八
年

度
に
約
五
千
万
円
の
予
算
が
確

保
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
都

留
土
木
事
務
所
の
管
轄
の
も
と

に
公
園
建
設
工
事
が
着
工
さ
れ

る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
事
業

期
問
は
三
力
年
を
用
す
る
予
定

で
あ
り
、
九
年
度
・
十
年
度
予

算
に
つ
い
て
も
、
満
足
な
予
算

が
配
置
さ
れ
る
よ
う
私
も
努
力

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
本
年
五
月
十
七
日
よ
り
拡
幅

工
事
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
拡

幅
工
事
は
、
八
月
十
四
日
ま
で

に
は
完
成
の
見
込
み
で
ご
ざ
い

ま
す
の
で
通
行
止
に
よ
り
ご
迷

惑
を
お
掛
け
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
暫
く
ご
辛
抱
を
お
願
い
致
す

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
、

踏
切
り
拡
幅
、
及
び
二
ヵ
所
の

遮
断
機
設
置
工
事
は
、
富
士
急

行
株
式
会
社
が
行
う
工
事
で
あ

り
ま
す
が
、
や
は
り
八
月
十
四

日
ま
で
に
工
事
が
終
了
す
る
予

定
で
あ
り
、
現
在
順
調
に
工
事

が
進
ん
で
お
り
ま
す
。



６月定例会 ・議案と審議

５８♂は簑止です汀つていますか？

６月定例会運合審査会、議案と審議

聞
　
桂
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
整
備

に
お
け
る
植
栽
関
係
に
お
い

て
、
さ
る
六
月
十
一
日
に
伐
採

工
事
を
行
っ
た
お
り
に
出
さ
れ

た
廃
材
の
処
分
の
た
め
、
柿
園

地
区
で
野
焼
き
が
行
わ
れ
て
い

た
。
し
か
し
町
で
は
条
例
改
正

に
よ
っ
て
町
内
の
野
焼
き
は
禁

止
し
た
は
ず
で
は
。

答
　
我
々
は
業
者
に
対
し
て
廃

材
の
適
正
な
処
分
も
含
め
て
工

事
の
発
注
を
し
た
。
今
回
は
業

者
が
富
士
五
湖
消
防
本
部
に
連

絡
の
う
え
処
分
を
行
っ
た
と
の

こ
と
で
、
事
後
に
連
絡
を
受
け

た
。
野
焼
き
禁
止
に
つ
い
て
は

保
健
所
が
管
理
監
督
責
任
が
あ

り
、
町
で
は
環
境
衛
生
担
当
を

通
じ
て
指
導
し
て
い
る
が
、
法

律
的
に
罰
則
規
定
が
な
く
、
な

か
な
か
指
導
が
難
し
い
の
が
実

態
で
あ
る
。

指
摘
　
野
焼
き
は
禁
止
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
広
報
に
よ
る
お

知
ら
せ
、
指
導
に
つ
い
て
は
徹

底
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

当
薗
は
、
口
い
の
芯
で
パ
ー
ペ

キ
ュ
■
や
キ
ヤ
ソ
ブ
は
祭
止

問
　
憩
い
の
森
に
設
置
予
定
の

公
共
施
設
案
内
標
識
の
内
容

に
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
キ
ャ
ン

プ
は
禁
止
と
な
っ
て
い
る
が
。

答
　
当
面
は
公
園
内
に
ト
イ
レ

設
置
予
定
等
も
あ
り
、
看
板
に

よ
り
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
キ
ャ
ン

プ
で
の
使
用
禁
止
を
周
知
す
る
。

今
後
公
園
管
理
条
例
を
制
定
し

て
、
西
桂
町
内
の
公
園
利
用
の

見
直
し
を
含
め
て
検
討
す
る
。

　　銃器犯罪の根絶に関する決講

本県は 、「幸住県やまなし」の建設を県政の基本方針

して 、県民だれもが安全で住みよい環境の中で、幸せ

実感できる社会づくりのため 、各種の施策を積極的に

開している
。

しかるに 、最近、全国各地で銃器を使用した凶悪な犯

が続き 、一般住民が犠牲になるなど、平穏な住民生活

大きな不安を与えている 。県内においても 、暴力団同

の対立抗争から拳銃が発砲され、通行中の一般住民が

傷する事件が発生しており 、このまま放置すれば、さ

なる凶悪事件の発生が懸念される
。

平和で明るく住みよい社会の実現は県民すべての願い

あり 、そのためには 、暴力団の銃器の入手を阻止する

ともに 、国外からの流入や暴力団からの流出による一

社会への銃器の拡散を防止し、銃器犯罪を社会から根

することが最も重要な課題である 。

よって、本議会は、警察当局の取締の強化はもとより
、

察を初めとする関係機関が一体となって銃器犯罪の根

に遇進することを要求し 、もっ て安全で住みよいふる

と山梨の実現を希望するものであ私以上、決議す糺

平成８年６月２ユ日

　　　　　　　　　　　　西　桂　町　議　会

県
て
感
し
か
続
き
対
す
る
和
り
も
会
る
つ
を
遇
山

本
し
実
開
し
が
大
の
傷
な
平
あ
と
社
す
よ
察
に
と

　
と
を
展
　
罪
に
士
負
ら
　
で
と
般
絶
　
警
絶
さ

指
摘
　
近
隣
市
町
村
の
公
共
施

設
案
内
板
を
参
考
に
作
成
し
、

町
外
者
に
対
す
る
配
慮
を
お
願

い
し
た
い
。

本
件
は
、
平
成
八
年
六
月
十
　
　
も
可
能
か
。

四
日
に
契
約
を
し
た
。
地
方
自

治
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
物

取
得
に
際
し
て
は
議
会
の
議
決

を
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
建
物
は
敷
地
も
含
め
て
購
入

し
、
役
場
隣
接
地
で
あ
り
、
倉

庫
・
事
務
所
等
活
用
が
期
待
で

き
る
。

問
　
国
道
へ
の
出
入
り
■
口
付
近

は
狭
く
事
故
が
起
き
や
す
い
の

で
、
取
得
に
よ
り
町
道
の
拡
幅

答
　
駐
在
所
は
町
の
土
地
で
あ

る
か
ら
約
一
メ
ー
ト
ル
町
道
を

広
げ
た
ら
国
道
か
ら
入
り
良
い

の
で
、
道
路
拡
幅
の
計
画
を
ふ

ま
え
て
土
地
購
入
に
取
り
組
み

た
い
。

用地取得により拡幅可能となった三ツ峠線



７　議会運営委員長あいさつ

　　◎　　◎　　　◎
算老識一譲［派議［
一人案般案予遇案条
号保２３会２２算季２１例
議健　　計　　］数　　］
定法平補平三料西一
　特成正成件条桂件
　別八予八　例町
　会隼算年　　の家
　計度二度　　一庭
　補西号西　　部奉
　正桂議桂　　改仕
　予町定町　　正員

巨
審

竃

案

件

：
　　　　　　　　　　　　一

蕃蕃 酷嚢嚢姦蓋銚
１熟；ｌ１顯
１件警１１器件 雛
　　　　　　　　　　　　【

　　◎ 　◎ 　　◎【
薦霧嚢寮撃萎鵯繁義撃【
奮誰養二養蕃藩二嚢１

蓑桑婁件蓑糞蓑鱗【

１１１出臓１
　　　　　　　　１７　　ユ１
　　　　　　　　日　　日

本常＾案町査閉本（議会任議理長報会会運会
議委案由所告中議営運
散員２１一信（の開方営
会会１括表事委会法委
　付２曼説明務員　決員
　託　明　調Ａ　定会　　承 　命査羅　一
　　認 　長整続
　　↓　提旦調

委員長就任にあた って

譲会運営委員長

　梅原啓＾

２１

日

　　　このたび、平成８年５月７日の臨

　　時町議会において各委員会委員の改

　　選が行われ、議会運営委員の皆様方

のご推挙によりまして 、議会運営委員長に

就任することになりました。歴史ある当町

の議会運営のため微力ではありますが、頑

張る所存でございます 。

　申すまでもなく議会運営委員会とは 、定

例・ 臨時町議会の本会議運営方法及び審議

日程の協議、議長の諮問事項に対する答申

など、円滑で効率的なる議会運営を議長が

行えるよう協力する委員会であります。各

委員と力を合わせて頑張る決意です
。

　町民皆様方の議会における期待に応えら

れますよう努力いたしますので、皆様方の

ご支援をよろしくお願いいたします 。

ｌ１茎１綿１１１

採　　２３委
決　　　’ 員

　　２５長
　　　’報

陳
情
処
聾

陳西議
情　　〕
処
聖

本査閉農（質議質議質長付会議会業す疑員疑員疑報託
議決中委べ ・提 ・提 ・告議
寒事婁易奇謀至箏芒黒譲萎

謹暴護塗泰蕃織婁髪

　）続　　　　 ’可〕可　委
　　調　　　亘塗　塗　員

　学校事務職員 ・学校栄養職員給与を国庫負担の

　対象外とする拮置反対に関する意見書（要旨）

　国は義務教育諸学校に勤務する学校事務職員 一学校栄養職員の給与費

を各県が全額負担すべきという義務教育費国庫負担制度の見直しを検討

しようとしていることが伝えられています。しかも 、全額県負担といっ

ても 、そのしわ寄せは市町村に財政負担転嫁するものに他なりません
。

よって 、教育の機会均等が引続き確保され、義務教育費国庫負担制度の

現状水準を維持 ・発展するよう学校事務職員及び学校栄養職員を国庫負

担の対象外とする措置に対し、断固反対するものであります
。

　以上、地方自治法第９９条第２項の規定により意見書を提出します
。

　平成８年６月２１日

　　　　　　　　　　　　　　　山梨県南都留郡西桂町議会

　　　　　　　　　　　　　　　議長　　石　原　　滋

　提出先 １文部大臣、大蔵大臣、自治大臣

治水事業の促進に関する意見書（要旨）

　町民の尊い生命や財産を守り豊かで住みよい社会基盤の形成を進める

とともに 、水資源の安定確保を図り 、町民生活に潤いと安らぎを与える

ため 、河川改修事業、砂防事業、地すべり等防止事業及びダム建設事業

等の治水事業を一層積極的に進める必要がある
。

　よっ て、 国においては、平成９年度を初年度とする「第９次治水事業

５カ年計画」の策定にあたり 、現行計画を大幅に上回る総投資額の確保

と早期策定を強く要望する
。

　以上、地方自治法第９９条第２項の規定により意見書を提出す乱

　　平成８年６月２１日

　　　　　　　　　　　　　　　山梨県南都留郡西桂町議会
　　　　　　　　　　　　　　　議　　長　　石原　　滋

提出先：内閣総理大臣、大蔵大臣、建設大臣
、

　　　　自治大臣、経済企画庁長官、国土庁長官



委員会所管事務調査　８

＃

ゴルフ場建設許可の進行状況は（調査）

（結果）申請は業者が取り下げた。三ツ峠の防災対策を早急に！

　本件に関しては 、平成８年６月４目

開催のゴルフ場造成事業計画審議会に

先立 って 、新闇紙上にゴルフ場計画の

とりやめが報道されたこと 、大変遺憾

に思うとともに 、完全なる防災対策を

行うとの三ツ峠ゴルフ場計画がとりや

めになるということは 、改めて行政に

よる 、三ツ峠山を抱える下暮地地区の

防災対策が急務であることを 、委員会

として指摘する
。

　企画課では早急に県に対して 、河

川・ 堰堤の整備に向けた陳情書を提出

するとの答弁であるが 、委員会として

早急に取り絹むことを要請する 。

企
画
課
説
明
　
株
式
会
社
富
士

森
林
ス
ポ
ー
ツ
よ
り
三
ツ
峠
カ

ン
ト
リ
ー
ク
ラ
プ
ゴ
ル
フ
場
造

成
事
業
の
事
前
協
議
書
の
取
り

下
げ
を
、
平
成
八
年
四
月
十
七

日
付
文
書
で
提
出
が
あ
り
受
理

を
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
同
年

六
月
四
日
に
ゴ
ル
フ
場
審
議
会

が
開
催
さ
れ
た
。
審
議
会
で
は

取
り
下
げ
を
認
め
、
ゴ
ル
フ
場

建
設
の
取
り
や
め
を
確
認
し

た
。
ま
た
ゴ
ル
フ
場
審
議
会
に

つ
い
て
も
廃
止
の
方
向
で
ご
理

解
を
い
た
だ
い
た
。

　
取
り
下
げ
受
理
か
ら
審
議
会

開
催
の
問
に
事
実
を
マ
ス
コ
ミ

に
報
道
さ
れ
、
審
議
会
の
開
催

が
遅
れ
た
こ
と
は
、
業
者
に
対

し
て
地
元
の
要
望
で
あ
る
防
災

面
の
間
題
処
理
、
取
り
下
げ
事

実
の
確
認
に
時
問
を
取
ら
れ
た

た
め
で
あ
る
。

　
町
民
へ
の
事
実
の
周
知
は
、

町
広
報
を
通
じ
て
行
う
。

問
　
学
術
調
査
報
告
に
あ
る
よ

う
に
、
三
ツ
峠
は
土
砂
災
害
の

危
険
性
が
高
く
、
下
暮
地
地
区

の
住
民
は
完
全
な
る
防
災
対
策

を
望
ん
で
お
り
、
ゴ
ル
フ
場
審

議
会
で
は
地
元
の
要
望
を
ふ
ま

え
、
三
ツ
峠
ゴ
ル
フ
場
開
発
は

開
発
に
先
立
っ
て
防
災
工
事
を

行
う
と
の
確
認
の
う
え
に
立
っ

て
、
町
長
の
諮
問
に
対
し
て
同

音
一
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
開
発
が
取
り
や
め
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
、
早
急
に

行
政
に
よ
る
防
災
対
策
の
取
り

組
み
が
必
要
で
あ
る
。
地
元
下

暮
地
住
民
は
災
害
を
大
変
心
配

し
て
い
る
。
国
県
へ
お
願
い
す

る
と
と
も
に
町
と
し
て
具
体
的

な
取
り
組
み
は
。

企
画
課
答
　
ゴ
ル
フ
場
開
発
に

よ
る
防
災
対
策
が
で
き
な
い
以

上
、
町
と
し
て
は
国
・
県
に
対

し
て
河
川
整
備
、
堰
堤
設
置
に

つ
い
て
、
本
年
七
月
に
は
陳
情

書
を
提
出
し
て
早
期
実
施
を
要

請
す
る
。

振
興
課
答
　
ゴ
ル
フ
場
開
発
と

り
や
め
を
受
け
て
本
年
六
月
七

日
に
、
都
留
土
木
事
務
所
と
合

同
に
よ
る
危
険
個
所
の
パ
ト
ロ

ー
ル
を
実
施
し
た
。
県
の
防
災

計
画
に
＝
一
ツ
峠
の
防
災
計
画
を

入
れ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
要

請
し
た
。

，
」
れ
か
５
の

　
　
一
一
一
ツ
峠
嗣
第
ま

間
　
今
後
は
以
前
あ
っ
た
中
学

校
裏
の
山
の
開
発
の
よ
う
に
、

別
な
方
法
で
三
ツ
峠
の
開
発
に

取
り
組
む
の
か
。

町
長
答
　
防
災
対
策
を
行
政
で

取
り
組
む
の
で
、
ゴ
ル
フ
場
開

発
は
今
後
考
え
て
い
な
い
。
で

き
な
い
と
思
う
。
三
ツ
峠
の
開

発
に
つ
い
て
は
町
民
か
ら
要
望

が
大
変
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

中
学
校
裏
を
中
心
と
し
た
区
域

で
山
を
削
る
に
し
て
も
単
に
宅

地
分
譲
に
す
る
の
で
は
な
く
、

観
光
面
等
を
見
据
え
た
将
来
計

画
と
し
て
考
え
た
い
と
思
う
。

意
見
　
ゴ
ル
フ
場
開
発
に
よ
る

防
災
対
策
が
と
り
や
め
に
な
っ

た
以
上
、
早
急
に
行
政
に
よ
る

取
り
組
み
を
お
願
い
し
た
い
。

西
桂
町
の
活
性
化
の
た
め
に
も

中
学
校
裏
の
開
発
は
大
変
よ
い

こ
と
だ
と
思
う
の
で
、
他
市
町

村
の
例
を
参
考
に
夢
の
あ
る
計

画
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た

い
。

　　　　　　　　　　　　　　去る５月の臨時議会において 、委
委員長就任にあたって　　　員各位のご推挙にょり

、総務常任委

　　　　　　　　　　　　　　員長に就任することになりました 。

　　　　　　　　　　　浅学非才な私をご支援くださった委員各位

　　　　　　　　　　　のご高配に対し厚くお礼を申し上げます 。

　　　　　　　　　　　　申し上げるまでもなく 、総務常任委員会

　　　　　　　　　　　は、総務、公有財産管理等、多くの重要な

　　　　　　　　　　　分野を掌握しており 、また建設文教に関す

　　　　　　　　　　　る以外の多くの事務調査を所管する 、非常

　　　　　　　　　　 ・に重要な審議機関であります。委員会は少

　　　　　　　　　　　数で構成されておりますので、十分な論議

　　　　　　　　　　　を重ね 、より良い結論に達し得るように
、

　　　　　　　　　　　全員が納得できるような運営を心掛けで参

　総務委易長　　　　りたいと存じます。町民各位のご理解とご

　　　高尾　嘉一　　　協力を賜りますよう 、お願いを申し上げま

　　　　　　　　　　　して就任のごあいさつといたします 。



９　委員会所管事務調査

（調査）いきいき健康福祉センター運営状況は

（結果）利用者には好評、ボランティアの育成 ・緊急時の対応が課題

　本件に関しては 、保健事業及びデイ

サービスともに２ヵ月を経過した今
日、 おおむね良好に事業が展開されて

いることを確認した。靱民から好評と

の評価を受けている 。

　しかし虚弱老人などが利用する施設
として 、緊急騎の対応 、災害時の避難

訓練はまだ実施されてし、なしｒことが委

員より指摘され 、職員の業務状況が安
定して采たら実施したしｒ 、との回答で

ある 。委賢会として緊急時 ・災害時の

対応のため 、早急に訓練を実施するこ
とを要望する

。

　またケアポート庄川では 、ポランテ

ィアとして多くの町民が施設業務の手
助けをしてし、 た。 当町におしｒてもボラ

ンティア団体の育成に取り組むことを
委員会として要望する 。

住
民
課
説
明
　
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
運
営
は
本
年
四
月
十
五
日

よ
り
開
始
し
た
。
一
階
デ
イ
サ

ｉ
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
事
業
開

始
当
初
は
一
日
平
均
五
人
を
受

け
入
れ
て
い
た
が
、
六
月
に
入

り
平
均
七
人
に
な
っ
た
。
今
後

は
八
人
を
受
け
入
れ
る
よ
う
準

備
を
し
て
い
る
。
利
用
者
や
家

族
の
皆
様
に
は
「
楽
し
い
・
元

気
に
な
っ
た
」
と
良
い
評
価
を

受
け
て
い
る
。

　
二
階
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
各

種
健
診
等
実
施
事
業
が
良
い
環

境
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
受
診
さ
れ
る
住
民

か
ら
も
喜
ば
れ
て
い
る
。
保
健

セ
ン
タ
ー
の
稼
働
日
数
に
つ
い

て
は
、
一
カ
月
に
平
日
は
平
均

二
十
一
日
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

約
十
五
日
は
使
用
し
て
い
る
。

今
後
は
愛
育
会
、
食
生
活
改
善

推
進
委
員
会
の
活
動
の
場
と
し

て
利
用
し
、
新
規
保
健
事
業
の

展
開
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

問
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に

対
す
る
指
導
内
容
を
見
学
し
た

際
に
、
一
部
利
用
者
に
と
っ
て

は
あ
ま
り
必
要
と
思
わ
れ
な
い

よ
う
な
生
活
指
導
を
行
っ
て
い

る
時
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。

住
民
課
答
　
同
じ
よ
う
な
状
態

の
方
を
グ
ル
ー
プ
に
し
て
利
用

日
を
割
り
振
っ
て
あ
る
が
、
ど

う
し
て
も
中
問
層
の
方
に
あ
わ

せ
た
指
導
を
行
う
た
め
、
生
じ

て
し
ま
う
と
思
う
。
今
後
、
善

処
す
べ
く
努
力
す
る
。

意
見
　
利
用
者
に
今
後
も
喜
ぱ

れ
る
よ
う
な
施
設
と
な
る
よ

う
、
利
用
者
の
声
に
よ
く
耳
を

か
た
む
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

指導を受けるデイサービス利用者

問
　
ケ
ア
ポ
ー
ト
庄
川
（
議
員

視
察
地
）
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
、
幅
広
い
層
の
参
加
に

よ
り
、
約
三
百
名
が
登
録
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
入
浴
サ
ー
ビ

ス
の
手
伝
い
、
利
用
者
の
散
髪
、

施
設
周
辺
の
草
取
り
な
ど
短
時

間
で
部
分
的
に
手
伝
っ
て
も
ら

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
に
成
功
し

て
い
る
。
ま
た
参
加
の
度
合
い

に
よ
っ
て
将
来
施
設
を
利
用
し

よ
づ
と
す
る
時
、
優
先
的
に
利

用
で
き
る
メ
リ
ツ
ト
も
あ
る
。

住
民
課
答
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
見
返
り
を
付
け
る
事
に
つ

い
て
は
、
そ
の
性
格
上
賛
否
が

分
か
れ
て
い
る
。
当
町
と
し
て

は
庄
川
町
の
方
式
は
今
後
の
課

題
と
し
て
、
ま
ず
比
較
的
年
配

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
多
い
の

で
、
今
後
は
若
い
方
の
参
加
を

求
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

緊
急
時
の
対
応
は

問
　
事
業
開
始
以
来
ニ
カ
月
が

経
過
し
た
が
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
が
急
に
体
の
具
合
が
悪

く
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。

住
民
課
答
　
基
本
的
に
は
保
育

所
と
同
じ
よ
う
に
体
の
調
子
が

悪
い
場
合
に
は
自
宅
に
帰
っ
て

い
た
だ
く
事
に
な
っ
て
お
り
、

実
際
に
あ
っ
た
。

問
　
緊
急
時
の
対
応
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た

災
害
時
に
備
え
て
の
緊
急
避
難

訓
練
は
実
施
し
た
か
。

住
民
課
答
　
緊
急
時
の
対
応
は

富
土
五
湖
消
防
本
部
に
お
願
い

し
て
あ
る
。
避
難
訓
練
は
職
員

の
業
務
内
容
が
落
ち
着
い
た
時

点
で
取
り
組
み
た
い
と
思
う
。

　
　
前
委
員
長
辞
職
願
許
可

　
　
新
委
員
長
　
高
尾
活
弍

１
５
日
・
大
月
地
区
植
樹
祭
、
憩

　
　
　
い
の
森
で
開
催
＾
全
員
）

１
７
臼
・
西
桂
町
商
工
会
総
会

　
　
　
＾
正
副
議
長
、
建
設
文

　
　
　
教
正
副
委
員
塁

２
６
日
・
歩
け
歩
け
運
動
（
全
員
）

２
７
日
・
織
協
組
合
総
会
＾
議
長
）

　
　
・
治
永
事
業
の
促
進
を
求

　
　
め
る
意
見
書
提
出
の
要

　
　
請
に
都
留
土
木
事
務
所

　
　
長
来
庁
（
議
長
対
応
）

４
日
・
ゴ
ル
フ
場
審
議
会
（
正

　
　
副
議
長
、
総
務
委
員
長
）

６
目
・
町
民
ゴ
ル
フ
大
会

　
　
　
蕊
務
委
員
長
一

　
　
・
東
部
青
色
申
告
会
支
部

　
　
総
会
（
高
尾
活
弍
議
員
）

７
日
・
総
務
委
員
会
＾
全
員
〕

９
日
・
町
民
球
技
大
会
＾
全
員
）

１
０
日
・
銃
器
犯
罪
の
根
絶
に
関

　
　
す
る
決
議
の
要
請
の
た

　
　
め
都
留
警
察
署
来
庁

　
　
　
譲
長
対
応
〕



○ユ委員会所管事務調査

富士吉田西桂線県道認定内容は（調査）

（結果）倉見の町道が県道昇格、今後地元と協議のうえ整備が必要

振
貝
課
説
明
　
県
道
認
定
予
定

路
線
に
づ
い
て
は
名
称
は
富
士

吉
田
西
桂
線
と
言
い
、
山
梨
県

道
路
維
持
課
よ
り
県
で
は
県
道

と
し
て
維
持
管
理
を
予
定
し
て

い
る
と
の
、
本
年
六
月
三
日
付

け
文
書
が
届
い
た
。
認
定
に
伴

い
、
道
路
の
緩
持
管
理
、
県
道

の
認
定
、
区
域
決
定
、
開
始
に

必
要
と
な
る
関
係
図
書
を
、
都

留
土
木
事
務
所
長
に
引
き
継
ぎ

が
で
き
る
よ
う
進
め
て
い
た
だ

き
た
い
と
の
指
示
が
あ
っ
た
。

　
県
道
に
昇
格
と
な
る
町
道
は
、

溝
下
二
号
線
、
倉
見
中
央
道
北

二
号
線
、
倉
見
峰
岸
白
山
線
の

一
部
、
蓑
和
田
線
、
都
町
二
号

線
の
一
部
、
総
延
長
約
三
・
二

　本件に関してはおおむね適正に処理

されていることを確認した。平成８年

２月の県議余において認定された県道

富士吉田西桂線のルートが 、溝下２号

線等 、既存の呵道の一部を予定してい

るが 、今後 、県道としてふさわしい道

路となるよう 、県道整備は必要である

との振興課より説明である
。

　委員より地元倉見地区 、特に計画ル

ート沿線の住民には十分の配慮を 、と

の要望があっ た。 町長は地元住民に道

路建設椙談員にな っていただき 、十分

にコンセンサスを取って今後県道整僑

に向けて取り組んで行きたいとの答弁

があ った
。

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。
富
士
吉
田
分
を
入
れ
る

と
富
士
吉
田
西
桂
線
全
体
で
は

約
八
・
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
予

定
で
あ
る
。

　
今
後
は
富
士
吉
田
市
と
歩
調

を
と
っ
て
移
管
事
務
を
進
め
る
。

七
月
に
は
手
持
ち
の
書
類
を
提

出
、
そ
の
後
に
当
町
、
都
留
土

木
事
務
所
、
富
士
吉
田
市
の
三

団
体
で
現
地
調
査
を
行
う
。
町

道
が
県
道
認
定
に
な
る
の
は
山

梨
県
の
告
示
後
と
な
る
。
県
道

昇
格
後
は
道
路
問
題
（
補
修
管

理
等
〕
は
都
留
土
木
事
務
所
の

道
路
課
の
管
轄
と
な
る
。

町
長
説
明
　
今
後
、
既
存
の
ル

ー
ト
で
は
県
道
と
し
て
不
十
分

で
あ
る
の
で
、
ル
ー
ト
変
更
も

含
め
て
道
路
整
備
を
図
っ
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

県

問
　
平
成
四
年
に
一
般
質
問
の

際
に
県
道
昇
格
の
問
題
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
以
来
い
く
度
と
な

く
議
員
各
位
よ
り
こ
の
問
題
が

質
問
さ
れ
て
来
た
が
、
関
係
各

課
で
は
そ
の
都
度
、
道
路
問
題

に
つ
い
て
体
制
を
整
え
る
と
い

う
回
答
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
年

間
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

さ
れ
て
き
た
の
か
。

振
異
課
答
　
県
道
昇
格
に
よ
る

道
路
拡
幅
を
県
道
路
維
持
課
及

び
都
留
土
木
事
務
所
に
要
請
し

た
。
市
町
村
間
の
連
絡
は
富
士

吉
田
市
道
路
課
と
打
ち
合
わ
せ

を
し
、
共
同
に
よ
り
県
道
昇
格

ル
ｉ
ト
の
調
整
を
し
た
。

遭
路
邊
設

相
談
目
と
は

町
長
答
　
道
路
整
備
促
進
委
員

を
町
長
回
答
で
は
作
る
と
述
べ

て
い
た
が
、
地
元
倉
見
区
の
住

民
感
情
に
配
慮
し
、
地
元
住
民

に
議
員
を
含
め
て
、
道
路
建
設

相
談
員
に
な
っ
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
た
い
と
思
う
。
道

路
整
備
に
あ
た
っ
て
は
道
路
建

設
相
談
員
と
協
議
し
、
摩
擦
の

な
い
よ
う
に
進
め
て
い
き
た
い
。

遭
路
嗜
偏
ま

問
　
溝
下
二
号
線
と
国
道
と
の

交
差
点
の
整
備
は
ど
の
よ
う
に

進
ん
で
い
る
か
。

町
長
答
　
交
差
点
の
整
備
に
つ

い
て
は
県
の
事
業
で
行
う
旨
を

お
願
い
し
て
あ
る
。
一
部
交
渉

が
済
ん
で
い
な
い
土
地
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
交
渉
を
町
で

行
つ
て
い
く
。

意
見
　
道
路
整
備
に
お
け
る
ル

ー
ト
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
沿

線
住
民
の
意
見
も
お
聞
き
す
る

中
で
、
摩
擦
の
少
な
い
対
応
を

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

山

１
２
日
・
国
保
運
営
協
議
会
．

　
　
　
　
（
総
務
正
副
委
員
長
）

１
７
日
・
区
長
代
表
が
治
水
事
業

　
　
　
の
促
進
を
求
め
る
陳
情

　
　
　
書
を
議
会
へ
提
出

　
　
　
（
議
長
対
応
）

　
　
・
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

　
　
　
対
象
職
員
の
堅
持
の
た

　
　
　
め
の
陳
情
書
を
提
出

　
　
　
＾
前
田
議
員
対
応
）

２
０
日
・
夏
祭
り
実
行
委
員
会

　
　
　
義
長
）

２
３
日
・
消
防
団
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

　
　
　
大
会
（
正
副
議
長
、
消

　
　
　
防
委
員
、
広
域
議
員
）

２
４
日
・
学
校
給
食
遵
営
委
員
会

　
　
　
（
副
議
長
、
建
設
文
教

７
日
・
郡
体
育
祭
（
全
員
）

１
０
日
・
健
康
つ
く
り
、
献
血
推

　
　
　
進
協
議
会
＾
議
長
）

１
２
日
・
消
防
委
員
会
＾
委
員
）

　
　
・
あ
し
た
を
つ
く
る
生
活

　
　
　
運
動
（
議
長
、
建
設
文

　
　
　
教
正
副
委
員
長
一

１
５
日
・
建
設
文
教
委
員
会
県
内

　
　
■
公
園
視
察
｛
全
員
〕



委員会所管事務調査！１

柿の木公園及び周辺道路の整備計画は（調査）

（結呆）本年秋口より３ヵ 年計画で県が工事、通学路、遊歩道を整備

振
輿
課
説
明
　
公
園
予
定
地
の

う
ち
買
収
状
況
は
、
本
年
＝
一
月

三
十
一
日
を
も
っ
て
す
べ
て
買

収
が
終
了
し
た
血
ま
た
公
園
内

の
官
地
は
本
年
四
月
十
二
日
を

も
っ
て
河
川
公
園
用
地
と
し
て

利
用
す
る
許
可
を
受
け
た
。

　
都
留
土
木
事
務
所
河
川
砂
防

課
で
は
、
平
成
八
年
度
予
算
で

本
年
秋
に
は
、
公
園
敷
地
内
の

一
部
護
岸
工
事
、
造
成
を
行
う

と
の
こ
と
で
あ
る
。
公
園
の
内

容
は
、
町
、
議
会
の
希
望
等
を

取
り
入
れ
て
決
定
し
て
い
き
た

い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
町
で
は
倉
見
地
区
と
公
園
を

橋
で
結
ぷ
計
画
が
あ
る
。
公
園

の
ほ
ぼ
中
央
か
ら
倉
見
に
結
ぶ

ル
ー
ト
（
上
流
の
案
あ
り
〕
で
、

取
り
付
け
道
路
の
幅
員
六
メ
ー

ト
ル
、
延
長
五
十
四
（
他
に
六

十
七
・
五
）
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

駐
車
台
数
二
十
七
＾
他
に
三
十

八
も
し
く
は
二
十
）
台
、
橋
の

長
さ
二
十
七
（
他
に
＝
一
十
五
〕

メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
橋
の
形
式

は
幅
＝
一
メ
ー
ト
ル
の
歩
道
橋
で
、

Ｈ
鋼
（
一
般
的
な
橋
）
、
も
し

く
は
斜
張
橋
（
吊
り
橋
）
を
予

定
し
て
い
る
。
地
元
地
権
者
の

ご
理
解
が
得
ら
れ
れ
ば
、
公
園

が
平
成
八
年
度
よ
り
三
カ
年
の

建
設
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
の

前
後
に
執
行
し
た
い
。

間
　
現
在
、
桂
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

内
の
ゲ
ｉ
ト
ボ
ー
ル
場
は
日
曜

　本件に関してはおおむね適正に処理
されていることを確認した 。桂川河」ｌ１

管理道の使用目的変更による歩道の整
備を図り 、小沼中央線車両増加に伴う
歩行者の事故を朱然に防ぐため 、Ｅ町長

より公園整鯖が本年秋口から行われ
、

おおむね公園内のあら造成工事が終了

した後に直ちに対応したいとの答弁で
あっ た。

　また倉見地区 、上靭地区からの進入

路確保については 、基本的に徒歩で行

ける遊歩道の整僑を行う 。特に倉見地

区からの通路確保のため 、桂川に橋を

かけたいとの振興課の答弁である 日ま

た公園内にゲートボール場を 、との委

貿よりの要望に対しては 、振興課より
、

県と協議をし 、その際に要望したし、 と

の答弁である 。

日
を
除
い
て
毎
日
交
替
で
利
用

し
て
い
る
。
愛
好
者
よ
り
公
園

内
に
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
を
作
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
の
要
望
が

あ
る
。
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
設
置

に
よ
り
、
老
人
と
子
供
が
共
生

で
き
る
よ
う
な
公
園
づ
く
り
が

必
要
で
は
な
い
か
。

公
口
内
に

ゲ
ト
ポ

ル
ｏ
を

振
輿
課
答
　
公
園
の
内
容
は
町

と
県
で
協
議
し
て
い
く
の
で
、

町
住
民
か
ら
要
望
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
伝
え
る
。
町
も
同
じ

考
え
で
県
へ
要
請
す
る
。

問
柿
の
木
公
園
へ
上
町
区
か

ら
の
入
り
口
の
確
保
を
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

町
長
答
　
多
面
的
に
検
討
を
し

て
小
沼
中
央
線
か
ら
軍
が
入
れ

る
道
に
つ
い
て
は
、
確
保
が
大

変
難
し
い
状
態
で
あ
る
。
当
面

は
歩
道
を
確
保
す
る
。

間
　
町
内
の
道
路
は
今
後
さ
ら

に
渋
滞
は
必
至
で
、
河
川
管
理

道
を
通
学
道
に
す
る
こ
と
を
公

園
完
成
の
平
成
十
年
ま
で
待
っ

て
い
ら
れ
る
状
態
で
は
な
い
。

通
学
中
の
児
童
生
徒
の
事
故
が

って

菱
…

　　　　去る５月７日臨時町議会にて、は

　　　からずも建設文教委員長に選出され

　　　ました。小山前委員長は人望も厚く

会務を円滑に運営されましれ後を担い十

分に職責を果たせますやら不安を感じてお

ります。しかし議員各位のご支援を得て選

ばれた以上、会務に専心努力いたします 。

　地方が主体となって地方の実情に応じた

行政のシステムを確立する行政改革が叫ば

れている今日 、議会運営も多様化してくる

と思います。町当局と議会が力を合わせ２１

世紀に向けて 、豊かな町、住みよい町、内

外に誇れる町の実現に努力しなければなら

ないと思 っています 。

　皆様のご指導ご鞭捷を申し上げまして 、

就任のあいさつとさせていただきます 。

心
配
さ
れ
る
。

町
長
答
　
河
川
管
理
道
を
通
学

道
に
す
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ

と
思
う
。
本
年
秋
に
予
定
さ
れ

て
い
る
公
園
内
の
あ
ら
造
成
が

終
わ
る
ま
で
待
っ
て
、
通
学
ル

ｉ
ト
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
。

ま
た
防
護
策
な
ど
の
通
学
路
の

整
備
も
実
施
し
た
い
。

問
　
倉
見
か
ら
の
進
入
路
確
保

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
効
果
が

期
待
で
き
る
個
所
が
よ
い
。

自
見
か
ら
の
信
は

　
　
吊
り
拮
で

町
長
答
　
取
り
付
け
道
路
、
橋
、

駐
車
場
を
確
保
し
て
、
倉
見
の

子
供
が
通
学
路
に
利
用
で
き
る

よ
う
に
し
た
い
。
橋
は
景
観
を

考
え
て
吊
り
橋
に
し
た
い
。




